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令
和
８
年
度
国
民
健
康
保
険
料
の
し
く
み

国
保
が
守
る
み
ん
な
の
健
康

　

城
陽
市
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
職
場
の
健
康
保
険
や
共
済
組
合
な
ど
に
加

入
し
て
い
な
い
人
が
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
た

め
の
制
度
で
、
加
入
者
の
国
保
料
と
国
・
府
・
市
の
負
担
金
な
ど
の
公
費
（
税
金
）

に
よ
っ
て
医
療
費
が
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
現
在

で
、
８
５
３
６
世
帯
、
１
２
０
８
２
人
が
国
保
に
加
入
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
国
保
料
の
し
く
み
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

国
保
に
加
入
し
て
い
る

み
な
さ
ん
に
納
め
て
い
た

だ
く
国
保
料
は
医
療
分
・

支
援
分
・
介
護
分
・
子
ど

も
分
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

「
医
療
分
」
は
加
入
者
の

医
療
に
か
か
る
分
、「
支

援
分
」
は
後
期
高
齢
者
医

療
を
支
え
る
分
、「
介
護

分
」
は
40
～
64
歳
ま
で
の

国
保
加
入
者
に
係
る
介
護

保
険
（
第
２
号
被
保
険

者
）
の
分
で
す
。
ま
た
、

「
子
ど
も
分
」
は
こ
ど
も

や
子
育
て
世
帯
を
社
会
全

体
で
支
え
る
分
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
の
考

え
方
は
、
医
療
分
は
京
都

府
全
体
の
医
療
費
の
見
込

み
の
内
、
城
陽
市
の
被
保

険
者
が
負
担
す
る
金
額
か

ら
、
府
・
市
の
負
担
金
な

ど
を
差
し
引
い
た
残
り
を

加
入
者
が
負
担
し
合
う
も

の
で
す
。
ま
た
、
支
援
分

は
後
期
高
齢
者
の
医
療
に

か
か
る
医
療
費
に
つ
い
て
、

介
護
分
は
介
護
保
険
に
か

か
る
納
付
金
に
つ
い
て
、

子
ど
も
分
は
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
に
か
か
る
納
付

金
に
つ
い
て
負
担
し
合
う

も
の
で
す
。

　

医
療
分
と
支
援
分
、
介

護
分
、
子
ど
も
分
を
合
わ

せ
た
国
保
料
の
額
は
「
令

和
８
年
度
国
民
健
康
保
険

料
納
入
決
定
・
更
正
通
知

書
」
に
よ
り
、
６
月
15
日

付
け
で
世
帯
主
宛
て
に
通

知
し
ま
す
。

　

国
保
料
と
し
て
納
め
て

い
た
だ
く
の
は
、
医
療
分

と
支
援
分
、
介
護
分
、
子

ど
も
分
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得

割
額
・
均
等
割
額
・
平
等

割
額
と
、
子
ど
も
分
の
18

歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割

国
保
料
の
料
率

額
を
合
計
し
た
額
で
す
。

令
和
８
年
度
国
保
料
の
単

価
や
率
は
、
表
（
１
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
「
所
得
割
」
は
加
入
者

の
前
年
の
所
得
金
額
に
応

じ
て
負
担
し
て
い
た
だ
く

も
の
、「
均
等
割
」・「
子

ど
も
分
の
18
歳
以
上
被
保

険
者
均
等
割
」
は
世
帯
の

加
入
者
の
人
数
に
応
じ
て

負
担
し
て
い
た
だ
く
も
の
、

「
平
等
割
」
は
加
入
世
帯

に
均
一
に
負
担
し
て
い
た

だ
く
も
の
で
す
。

　

令
和
８
年
度
か
ら
、
従

来
の
国
保
料
に
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
納
付
金
分

（
子
ど
も
分
）
が
新
た
に

加
算
さ
れ
、
ご
負
担
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
子
ど
も
分
は
、
全

て
の
世
代
や
企
業
か
ら
拠

出
い
た
だ
き
、
こ
ど
も
や

子
育
て
世
帯
を
社
会
全
体

で
支
え
る
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
金
制
度
に
必
要
な

費
用
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
児
童
手

当
の
拡
充
、
妊
婦
の
た
め

の
支
援
給
付
、
育
児
時
短

就
業
給
付
、
こ
ど
も
誰
で

も
通
園
制
度
、
育
児
期
間

中
の
国
民
年
金
保
険
料
免

除
な
ど
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
次
の
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
保
料

は
世
帯
の
所
得
や
加
入
者

令
和
８
年
度
か
ら
の

　

新
た
な
負
担�

　
　
「
子
ど
も
分
」

国
保
料
の
限
度
額

の
人
数
に
よ
り
異
な
る
も

の
で
す
が
、
国
保
料
が
高

い
人
も
低
い
人
も
、
受
け

ら
れ
る
医
療
な
ど
の
内
容

は
同
じ
で
す
。
そ
の
た
め
、

国
保
料
に
は
表
（
１
）
の

と
お
り
負
担
の
限
度
額

（
賦
課
限
度
額
）
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
保
料
は
、
加
入
者
全

員
の
前
年
の
所
得
金
額
や

加
入
者
数
を
も
と
に
計
算

し
ま
す
。「
令
和
８
年
度　

国
民
健
康
保
険
料
納
入
決

定
・
更
正
通
知
書
」
が
届

い
た
ら
、
表（
１
）～（
２
）

を
参
考
に
、
ご
自
身
で
計

算
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

年
度
の
途
中
で
世
帯
や

加
入
者
な
ど
に
変
更
が
あ

っ
た
と
き
は
、
国
保
料
を

月
単
位
で
計
算
し
、
届
出

の
翌
月
以
降
に
「
国
民
健

康
保
険
料
納
入
決
定
・
更

正
通
知
書
」（
変
更
の
通

知
）
を
送
付
し
ま
す
。
国

保
料
は
、
加
入
の
届
出
を

し
た
日
か
ら
で
は
な
く
国

保
の
資
格
を
取
得
し
た
月

か
ら
、
資
格
を
失
っ
た
月

の
前
月
ま
で
の
計
算
と
な

り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
国
保
料
の

う
ち
介
護
分
に
つ
い
て

は
、
40
歳
に
な
る
月
（
月

の
初
日
生
ま
れ
の
人
は
前

月
）
か
ら
65
歳
に
な
る
前

月
（
月
の
初
日
生
ま
れ
の

人
は
前
々
月
）
ま
で
の
分

を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

40
歳
に
な
る
と
き
は
40

歳
に
な
っ
た
月
の
翌
月
に

変
更
の
通
知
を
送
付
し
ま

す
が
、
65
歳
に
な
る
と
き

国
保
料
の
計
算
方
法

国
保
料
の
変
更

は
あ
ら
か
じ
め
そ
の
月
数

を
見
込
ん
で
国
保
料
の
通　

知
を
し
て
い
ま
す
の
で
、

65
歳
に
な
っ
て
も
変
更
の

通
知
は
送
付
し
ま
せ
ん
。

　

75
歳
に
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
国
保
か
ら
後
期
高
齢

者
医
療
に
変
わ
る
人
は
、

75
歳
に
な
る
月
の
前
月
ま

で
の
国
保
料
で
計
算
し
て

通
知
し
て
い
ま
す
。
後
期

高
齢
者
医
療
の
保
険
料
は

75
歳
に
な
る
月
の
翌
月
以

降
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

　

所
得
の
申
告
に
基
づ
い

て
自
動
的
に
判
定
す
る
低

所
得
者
の
均
等
割
額
・
平

国
保
料
の
軽
減

表（１）令和8年度国保料の料率
区分 令和8年度 令和7年度 差引

医
療
分

所得割率 8.98％ 8.98％ 0.00％
均等割額 26,060円 26,060円 0円
平等割額 27,270円 27,270円 0円
賦課限度額 670,000円 660,000円 10,000円

支
援
分

所得割率 2.96％ 3.02％ △0.06％
均等割額 9,190円 9,170円 20円
平等割額 9,300円 9,420円 △120円
賦課限度額 260,000円 260,000円 0円

介
護
分

所得割率 2.69％ 2.69％ 0.00％
均等割額 7,760円 7,760円 0円
平等割額 6,100円 6,100円 0円
賦課限度額 170,000円 170,000円 0円

子
ど
も
分

所得割率 0.31％ － 0.31％
均等割額 930円 － 930円
18歳以上被保
険者均等割額 50円 － 50円

平等割額 940円 － 940円
賦課限度額 30,000円 － 30,000円

※�子ども分の18歳以上被保険者均等割とは、18歳未満被保険者の
均等割額を減額する代わりに、18歳以上被保険者が負担する（上
乗せの）保険料をいいます

表（２）国保料の計算方法
国保料＝医療分＋支援分＋介護分＋子ども分

※�基準総所得額＝総所得金額など－基礎控除金額（43万円（前年の合計所得
が2,400万円を超えると段階的に減少します））
※介護分は、40～ 64歳までの国保加入者にかかります
※それぞれの計算の後、100円未満は切り捨てます

（例）世帯主41歳、妻38歳、子14歳の場合
　　（世帯主の所得の種別は「給与」所得、妻・子の所得はないものとします）

医療分
支援分
介護分
子ども分

= + +
均等割額

加入者数×均等割額

所得割額

×所得割率加入者全員の
基準総所得額

平等割額

加入者の
総所得金額

低所得者の
軽減割合 医療分 支援分 介護分 子ども分 国保料

（合計）

43万円 ７割 31,600円 11,000円 4,100円 800円 47,500円

128万円 ５割 129,000円 43,500円 29,700円 4,000円 206,200円

199万円 ２割 224,400円 75,600円 53,000円 7,100円 360,100円

300万円 － 336,200円 112,900円 82,900円 10,800円 542,800円

600万円 － 605,600円 201,700円 163,600円 20,100円 991,000円

国
保
料
の
負
担

等
割
額
の
軽
減
や
、
未
就

学
児
を
対
象
と
し
た
均
等

割
額
の
軽
減
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
出
産
す
る
予
定

ま
た
は
出
産
し
た
国
保
被

保
険
者
を
対
象
と
し
た
所

得
割
額
・
均
等
割
額
の
軽

減
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、
雇
用
保
険
法

に
規
定
さ
れ
る
非
自
発
的

失
業
者
（
特
定
受
給
資
格

者
及
び
特
定
理
由
離
職

者
）
に
該
当
す
る
国
保
被

保
険
者
を
対
象
と
し
た
所

得
割
額
の
軽
減
が
あ
り
ま

す
（
要
申
請
）。

　

軽
減
の
内
容
や
申
請
方

法
な
ど
詳
し
く
は
次
の
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

前
年
度
・
前
々
年
度
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
国
保
の
資

格
を
取
得
し
た
場
合
や
、

前
々
年
分
な
ど
の
所
得
が

変
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
年
度
の
国
保
料
が

「
令
和
８
年
度
過
年
度
新

規
分
」
と
し
て
賦
課
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

通
知
書
は
、
過
年
度
新

規
分
と
令
和
８
年
度
分
の

２
通
ま
た
は
３
通
送
付
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

国
保
料
の�

�

過
年
度
新
規
分



国保だより国保 （2）令和８年（2026年）６月15日

国民健康保険の加入・脱退の届出は、必ず14日以内に行ってください

　

令
和
８
年
度
の
国
保
料

の
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら

の
天
引
き
）
が
、
令
和
８

年
４
月
支
給
分
の
年
金
か

ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

４
月
支
給
分
、
６
月
支

給
分
の
年
金
か
ら
特
別
徴

収
さ
れ
る
人
に
は
「
国
民

健
康
保
険
料
特
別
徴
収
仮

徴
収
額
通
知
書
」
を
令
和

８
年
４
月
１
日
付
け
で
送

付
し
て
い
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
対
象
は
、

次
の
①
～
③
全
て
に
該
当

す
る
世
帯
主
で
す
。

①
国
保
加
入
者
全
員
が
65

歳
以
上
の
世
帯

②
年
金
支
給
額
が
年
額

18
万
円
以
上
の
世
帯

③
介
護
保
険
料
と
国
保
料

の
合
計
金
額
が
基
礎
年
金

支
給
額
の
２
分
の
１
を
超

え
な
い
世
帯

　

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
口

座
振
替
に
よ
り
国
保
料
を

滞
り
な
く
納
付
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
引
き
続
き
口

座
振
替
で
納
付
で
き
ま
す
。

　

特
別
徴
収
対
象
世
帯
の

世
帯
主
が
75
歳
に
到
達
す

る
年
度
は
、
納
付
書
で
の

お
支
払
い
に
戻
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

特
別
徴
収
で
国
保
料
を

納
め
て
い
る
人
は
、
支
払

方
法
を
口
座
振
替
に
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〈
口
座
振
替
へ
の
変
更
方
法
〉

ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付

サ
ー
ビ
ス
ま
た
は
次
の
①

②
の
手
順

①
金
融
機
関
へ
届
出
を
す
る

▼
持
ち
物　

通
帳
、
届
出

印
、
本
人
確
認
書
類
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運

転
免
許
証
な
ど
）（
以
下

「
通
帳
等
」
と
い
う
。）

お
よ
び
令
和
８
年
度
国
民

健
康
保
険
料
納
入
決
定
・

更
正
通
知
書

②
①
の
届
け
出
後
、
国
保

医
療
課
へ
届
出
を
す
る

▼
持
ち
物　

本
人
確
認
書

類
、
口
座
振
替
依
頼
書
ご

本
人
控
え

※
７
月
末
ま
で
に
届
出
を

し
た
場
合
、
10
月
支
給
分

の
特
別
徴
収
を
中
止
で
き

ま
す

※
納
付
書
払
い
へ
の
変
更

は
不
可

　

国
保
料
を
納
付
書
で
納

め
て
い
る
場
合
、
Ｐ
ａ
ｙ 

Ｐ
ａ
ｙ
、
ｄ
払
い
、
ａ
ｕ 

Ｐ
Ａ
Ｙ
で
国
保
料
が
納
付

で
き
ま
す
。

　

ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
納
付
書
の
バ
ー
コ
ー
ド

を
読
み
取
っ
て
お
支
払
い

く
だ
さ
い
（
事
前
に
チ
ャ

ー
ジ
が
必
要
）。

※
領
収
書
へ
の
押
印
不
可

　

令
和
６
年
12
月
２
日
以

降
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
所

有
し
て
い
な
い
人
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
被
保
険
者
証

に
代
え
て
資
格
確
認
書
を

交
付
し
ま
す
が
、
国
保
料

が
未
納
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
納
付
や
相
談
が
な

い
場
合
は
、
そ
の
未
納
期

間
に
応
じ
て
医
療
費
を
一

度
全
額
お
支
払
い
い
た
だ

く
必
要
が
あ
る
資
格
確
認

書
（
特
別
療
養
費
）
の
交

付
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

国
保
料
の
納
付
が
困
難

な
場
合
に
は
、
納
付
相
談

を
京
都
地
方
税
機
構
［
☎ 

（
39
）３
３
７
１
）］
に
て

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

国
保
料
の
納
付
が
困
難

で
次
の
よ
う
な
状
況
の
人

は
、
国
保
料
を
減
免
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

必
ず
納
期
限
内
（
令
和

８
年
度
第
１
期
分
は
６
月

30
日
ま
で
）
に
、
国
保
医

療
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〇
災
害
な
ど
に
よ
り
居
住

用
の
固
定
資
産
が
被
害
を

受
け
た
人

〇
所
得
が
皆
無
と
な
っ
た

た
め
、
生
活
が
著
し
く
困

難
な
人

〇
雇
用
保
険
法
に
規
定
す

る
失
業
給
付
等
受
給
資
格

者
で
、
今
年
の
所
得
が
前

年
所
得
に
比
べ
減
少
し
て

い
る
人

〇
給
付
制
限
を
受
け
て
い

る
人
（
拘
置
所
な
ど
に
拘

禁
さ
れ
て
い
る
人
）

※
申
請
月
以
降
の
国
保
料

の
所
得
割
額
が
対
象
で
す

（
給
付
制
限
を
除
く
）

　

国
保
に
加
入
し
て
い
る

被
保
険
者
が
出
産
す
る
と
、

出
産
育
児
一
時
金
と
し
て

50
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
妊
娠
週
数
が
22
週
に
達

し
て
い
な
い
な
ど
、
産
科

医
療
補
償
制
度
の
対
象
と

な
ら
な
い
出
産
の
場
合
は
、

支
給
額
が
48
・
８
万
円
と

な
り
ま
す

　

70
～
74
歳
の
人
の
窓
口

負
担
は
、
２
割
（
現
役
並　

み
所
得
者
は
３
割
）
で
す
。

※
現
役
並
み
所
得
者
と
は
、

原
則
、
住
民
税
課
税
所
得

が
１
４
５
万
円
以
上
の
70　

～
74
歳
の
人
、
ま
た
は
そ

の
人
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
70
～
74
歳
の
人
で
す
。

　

70
歳
の
誕
生
日
の
翌
月

（
１
日
が
誕
生
日
の
人
は

そ
の
月
）
か
ら
使
え
る
高

齢
受
給
者
証
を
交
付
し
て

い
ま
す
の
で
、
資
格
確
認

書
で
医
療
機
関
に
か
か
る

場
合
は
、
高
齢
受
給
者
証

を
あ
わ
せ
て
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
マ
イ
ナ

保
険
証
を
所
有
し
て
い
る

人
に
は
高
齢
受
給
者
証
に

代
え
て
「
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
」
を
交
付
し
て
い

ま
す
が
、
引
き
続
き
マ
イ

ナ
保
険
証
で
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

　

城
陽
市
国
保
で
は
、
マ

イ
ナ
保
険
証
の
所
有
状
況

に
よ
り
、
国
保
加
入
の
届

出
時
に
「
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
」
ま
た
は
「
資
格

確
認
書
」
を
交
付
し
て
い

ま
す
。

○
マ
イ
ナ
保
険
証
所
有
→

「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

（
資
格
情
報
通
知
書
）」

○
マ
イ
ナ
保
険
証
非
所
有

→
「
資
格
確
認
書
」

　

マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用

す
る
と
、
デ
ー
タ
に
基
づ

く
よ
り
良
い
医
療
が
受
け

ら
れ
る
こ
と
を
は
じ
め

様
々
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
厚
生
労

働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
保
険
証
の
所
有

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
保
険
診

療
を
受
け
ら
れ
ま
す

※
医
療
費
助
成
の
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
に
対
応
す

る
一
部
の
医
療
機
関
・
薬

局
で
マ
イ
ナ
保
険
証
を
福

祉
医
療
な
ど
の
受
給
者
証

と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
が
、
先
行

実
施
期
間
中
の
た
め
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
紙
の
受
給

者
証
も
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

過
去
の
特
定
健
診
が
未

受
診
の
人
や
人
間
ド
ッ
ク

の
受
診
結
果
か
ら
支
援
な

ど
が
必
要
な
人
に
対
し　

て
国
保
医
療
課
の
看
護
師

が
訪
問
等
に
よ
る
健
康
相

談
を
行
う
予
定
で
す
。

　

国
保
医
療
課
［
☎（
56
）

４
０
３
８
］
か
ら
電
話
で

連
絡
を
し
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

城
陽
市
国
保
で
は
、
楽

し
く
健
康
づ
く
り
を
し
て

も
ら
う
た
め
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

ア
プ
リ
「
ａ
ｒ
ｕ
ｋ
ｕ
＆

（
あ
る
く
と
）」
を
利
用

し
た
事
業
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

ア
プ
リ
の
中
で
城
陽

市
の
団
体
コ
ー
ド
「joyo 

kokuho22

」
を
入
力
し

登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
す
で
に
城
陽
市
を

団
体
登
録
し
て
い
る
人
は

再
度
登
録
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
ま

ま
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

城
陽
市
の
イ
ベ
ン
ト

（
７
月
・
10
月
・
１
月
実

施
）
で
目
標
を
達
成
す
る

と
、
城
陽
市
独
自
の
特
典

が
抽
選
で
当
た
り
ま
す
。

特
典
は
特
産
品
を
使
用
し

た
お
菓
子
や
小
・
中
学
校

へ
の
寄
付
な
ど
さ
ま
ざ
ま

で
す
。

※
団
体
登
録
は
ど
な
た
で

も
可
能
で
す
が
、
特
典
に

応
募
で
き
る
の
は
城
陽
市

国
保
の
被
保
険
者
の
み
で

す
。

　

詳
し
く
は
、
６
月
15
日

付
け
で
送
付
す
る
国
保
料

の
通
知
に
案
内
チ
ラ
シ
を

同
封
し
て
い
ま
す
の
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

各
種
が
ん
検
診
（
大
腸

が
ん
・
前
立
腺
が
ん
・
胃

が
ん
（
胃
カ
メ
ラ
）・
子

国
保
料
の
特
別
徴
収

国
保
料
の
特
別
徴
収

�

か
ら
の
変
更

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

�

ア
プ
リ
に
よ
る
納
付

国
保
料
を

�

滞
納
す
る
と

国
保
料
の
減
免

出
産
育
児
一
時
金

70
～
74
歳
の
人

�

の
医
療

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

�

の
被
保
険
者
証
利
用

訪
問
健
康
相
談
を

�

実
施
し
ま
す

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ア
プ
リ

�

で
楽
し
く
健
康�

�

づ
く
り
を
！

各
種
が
ん
検
診
の

�

受
診
費
用
助
成

宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
）
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

受
診
時
点
で
国
保
に
加

入
し
て
い
る
場
合
、
医
療

機
関
で
負
担
し
た
検
診
費

用
は
、
申
請
に
よ
り
国
保

か
ら
還
付
し
ま
す
。
還
付

手
続
に
必
要
な
「
受
診
費

用
助
成
申
請
書
」（
ハ
ガ

キ
）
を
５
月
22
日
付
け
で

送
付
し
て
い
ま
す
。
届
い

て
い
な
い
場
合
は
国
保
医

療
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
令
和
８
年
度
よ
り
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
還
付
申

請
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

詳
し
く
は
「
受
診
費
用
助

成
申
請
書
」（
ハ
ガ
キ
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　市役所にて「Pay-easy（ペイジー）口
座振替受付サービス」を実施しています。
　銀行の届出印が不要で、専用端末にキ
ャッシュカードを通して暗証番号を入力す
るだけで手続きが完了するサービスです。
手続きの際には、金融機関のキャッシュカ
ードと、本人確認書類をご持参ください。
▶ペイジーが利用できる金融機関
京都銀行、南都銀行、京都信用金庫、京
都中央信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局、
京都やましろ農業協同組合
※�上記以外の市の取扱金融機関を利用したい場
合、通帳等を持参のうえ直接金融機関へ『口
座振替依頼書』を提出してください

国保料の納付は口座振替で

　40歳以上75歳未満の国保加入者を対象
に、10月31日まで特定健康診査（特定健
診）を実施しています。対象者には個別に
通知しています。
　国保の加入者は受診費用が無料です。日
ごろの健康管理のために、ぜひこの機会に
受診してください。
※�マイナ保険証または資格確認書を持参の
上、受診してください
※�市の実施する人間ドック受診補助を利用
する場合、特定健診は受けられません
※�後期高齢者医療被保険者も健康診査を無
料で受けられます

特定健診が無料で受けられます

じょうりんちゃん

健診を
受けよう！

▲詳しくは�
　こちら

申�いずれも12月28日（月）までにインターネットから申し込み。申し込みの入力操
作が不安な人は国保医療課国保年金係の窓口で申し込み（電話不可）。

　※上記の方法で申込が困難な人は郵送可
　※市ドックの検査項目など、詳細は市ホームページをご覧ください
　※申込前に受診した費用は補助できません
　※人間ドックと特定健診などの両方を受診した場合、特定健診等は全額自己負担

人間ドック・脳ドック受診補助受付中

▲詳しくは�
　こちら

インターネットで申込が
可能です！

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

いずれも受診期間は令和９年３月３１日までです

〇対象…次の全てに該当する人
　　・市国保に1年以上継続加入している
　　・前年度および当該年度に市ドック補助を利用していない
　　・�当該年度において、市が実施する特定健診または大腸・肺・胃がん検診との重複受診

がない
　　・35～ 74歳で入院または妊娠していない
　　・国保料の滞納がない、または納付相談の上、納付計画履行中
〇補助内容…人間ドック、脳ドック　※併用も可
〇補助額…市ドック費用の7割相当額

〇対象…次の全てに該当する人
　　・後期高齢者医療の被保険者　※国民健康保険で対象となる場合を除く
　　・入院していない
　　・当該年度に市ドック補助を利用していない
　　・�当該年度において、市が実施する健康診査または大腸・肺・胃がん検診との重複受診

がない
〇補助内容…人間ドックのみ、人間・脳ドック併用のいずれか
　　　　　　※脳ドックのみのコースはありません
〇補助額…一律15,000円


